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一
般
会
計
は
、
70
億
９
千
542
万
８
千
円
の

追
加
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

・
現
行
の
健
康
保
険
証
の
発
行
が
、
令
和
６

年
12
月
２
日
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
健
康
保
険

証
利
用
登
録
な
ど
の
支
援
を
拡
充
す
る
た

め
の
経
費
。

・
定
額
減
税
調
整
給
付
金
お
よ
び
令
和
６
年

度
に
新
た
に
住
民
税
非
課
税
ま
た
は
均
等

割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
へ
の
支
援
給
付

金
の
給
付
に
要
す
る
経
費
。

・
保
育
所
な
ど
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
性
被

害
防
止
を
目
的
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

に
必
要
な
設
備
の
設
置
を
行
う
事
業
者
に

対
し
て
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
た
め
の

経
費
。

一
般
議
案

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

条
例
議
案

◆
川
口
市
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例

　
市
民
の
美
術
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
教
養

の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
豊
か
な
文
化
生
活

の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

美
術
館
を
新
た
に
設
置
す
る
に
あ
た
り
、
名

称
、
観
覧
料
な
ど
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
。

◆
川
口
市
障
害
者
短
期
入
所
施
設
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
旧
し
ら
ゆ
り
の
家
跡
地
に
新
た
な
障
害
者

短
期
入
所
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、

新
規
施
設
の
名
称
お
よ
び
位
置
を
定
め
る
と

と
も
に
、既
存
施
設
の
名
称
を
改
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
７
件

財
産
の
取
得
議
案

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

・
塵
芥
車
（
３
ｔ
）

・
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ｃ
Ｄ

－

Ⅰ
型
）

・
高
規
格
救
急
自
動
車

・
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材

・
消
防
団
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ｃ
Ｄ

－

Ⅰ
型
）

訴
え
の
提
起
議
案

◆
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

・
支
払
督
促
の
申
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
７
件

専
決
処
分
の
承
認
議
案

◆
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

・
令
和
５
年
度
川
口
市
一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
４
件

市
道
路
線
の
認
定
議
案

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

・
幹
線
第
118
号
線

人
事
議
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

◆
川
口
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
選
任
同
意
に
つ
い
て

　
小
林
　
政
仁
（
再
任
）

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　
海
老
原
重
子
（
新
任
）

◆
川
口
市
監
査
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て

　
古
川
　
九
一

議
員
提
案

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　
今
定
例
会
に
議
員
提
案
と
し
て
、
条
例
１

件
の
提
出
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

◆
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例
　

　
　
　
　
　
（
令
和
６
年
６
月
27
日
施
行
）

　
子
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
自
由
に
遊
ぶ

こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
遊
び
の
必
要
性
お
よ
び
重
要
性
の
理
解

促
進
に
、
市
、
保
護
者
お
よ
び
市
民
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
未
来
を

担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
図
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

永
年
勤
続
議
員
表
彰

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
全
国
市
議
会
議
長
会
お
よ
び
埼
玉
県
市
議

会
議
長
会
か
ら
永
年
に
わ
た
る
地
方
自
治
の

進
展
と
市
政
の
発
展
の
た
め
に
貢
献
さ
れ
た

功
績
に
対
し
、
次
の
議
員
が
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。

◇
勤
続
15
年

　
杉
本
　
佳
代議

会
人
事

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

（
◎
印
は
委
員
長
、
○
印
は
副
委
員
長
、
敬

称
略
）

　
各
委
員
会
に
お
け
る
正
副
委
員
長
お
よ
び

委
員
の
辞
任
に
伴
い
、
正
副
委
員
長
の
互
選

お
よ
び
後
任
委
員
の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

【
福
祉
保
健
常
任
委
員
会
】

　
○
舩
津
　
由
徳

【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
◎
奥
富
　
精
一
、

　
　
益
田
み
な
み
、
舩
津
　
由
徳
、

　
　
藤
田
み
つ
ぐ
、
柳
田
つ
と
む
、

　
　
松
本
　
　
進
、
稲
川
　
和
成

【
戸
田
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団
議
会
議
員
】

　
　
舩
津
　
由
徳
、
青
山
　
聖
子
、

　
　
関
　
　
裕
通
、
芝
﨑
　
正
太
、

　
　
幡
野
　
　
茂
、
稲
川
　
和
成
、

　
　
松
本
　
幸
恵
、
木
岡
た
か
し

埼
玉
県
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

県
議
会
広
報
番
組

「
こ
ん
に
ち
は
県
議
会
で
す
」

テ
レ
ビ
埼
玉(

地
デ
ジ
３
ch)

に
て
放
送
中

※

詳
細
は
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

所信と報告を述べる奥ノ木市長

予
算
・
一
般
議
案
32
件
を
議
決

議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例

｢
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例｣

が

全
会
一
致
で
可
決

予
算
・
一
般
議
案
32
件
を
議
決

議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例

｢
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例｣

が

全
会
一
致
で
可
決

６月市議会定例会
　
令
和
６
年
第
２
回（
６
月
）市
議
会
定
例
会
は
、
６
月
４
日
か
ら
27
日
ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
り
開
か
れ
ま
し
た
。
今
回
、
市
長
か

ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
追
加
議
案
を
含
め
、
予
算
議
案
１
件
、
条
例
議
案
な
ど
の
一
般
議
案
31
件
の
合
計
32
件
で
、
審
議
の
結

果
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

本
会
議
の
様
子
が

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ア
ク
セ
ス
を
。

市議会から、より豊かな川口市へ

議員提案による新たな政策条例を制定

●川口市中小企業振興条例
●川口市歯科口腔保健の推進に関する条例
●川口市文化芸術振興条例
●川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例
●川口市手話言語条例

●川口市動物の愛護及び管理に関する条例
●川口市町会・自治会への加入及び参加の促進に関する条例
●川口市犯罪被害者等支援条例
●川口市マンション管理適正化推進条例
●川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例
●大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか川口プライド条例
●川口市拉致被害者等の早期帰郷を望む条例

問い合わせ…議会事務局　i048-257-1405　k048-257-5500
詳細は市議会ホームページをご確認ください。

　条例制定の背景
遊びの機会の減少や遊びの必要性
および重要性の希薄化は、子ども
の体力の向上や運動能力の育成の
阻害にとどまらず、意欲や気力の
減弱、コミュニケーション能力の
不足により対人関係をうまく構築
できないなど、心身の健やかな成
長に重大な影響を及ぼしかねない
ことから、これら課題の解決に向
けた取り組みが必要です。

　条例のポイント
●子どもが安全に安心して自由に遊ぶことができる環境を整備するとともに、遊びの必
要性および重要性の理解促進に、市、保護者および市民が一体となって取り組むこと
により、未来を担う子どもの健やかな成長を図ることを目的としています。
●市は、子どもの遊びの推進に関して重要な役割を担うことを自覚し、市、保護者およ
び市民の協力・連携関係を構築する“まとめ役”として施策を実施し、また、子ども
の遊びの推進につながる活動に取り組む市民に協力するよう努めるものとします。
●保護者は、子どもが遊びを通じた多様な体験ができる機会の確保について配慮するよ
う努めるものとします。
●市民は、子どもが遊ぶことの必要性および重要性に関する理解を深めるとともに、市
が実施する施策に協力するよう努めるものとします。

これまでに制定した政策条例

議員が提案する条例であって、市民の暮らしに直結する市の施策に関
するものです。担当部局単位にとどまらない市全体を見渡した立場か

ら、市民の要望を反映した条例を提案することができます。なお、川口市議会では、今回の条例を含め、これまでに
13条例を制定しており、その内容や件数の多さから、全国有数の先進市議会の一つとしての地位を確立しています。

議員提案による政策条例とは

「川口市子どもの遊び推進条例」「川口市子どもの遊び推進条例」６月市議会定例会で、議員提案により「川口市子どもの遊び推進条例」が制定されました。
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◇
勤
続
15
年

　
杉
本
　
佳
代議

会
人
事

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

（
◎
印
は
委
員
長
、
○
印
は
副
委
員
長
、
敬

称
略
）

　
各
委
員
会
に
お
け
る
正
副
委
員
長
お
よ
び

委
員
の
辞
任
に
伴
い
、
正
副
委
員
長
の
互
選

お
よ
び
後
任
委
員
の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

【
福
祉
保
健
常
任
委
員
会
】

　
○
舩
津
　
由
徳

【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
◎
奥
富
　
精
一
、

　
　
益
田
み
な
み
、
舩
津
　
由
徳
、

　
　
藤
田
み
つ
ぐ
、
柳
田
つ
と
む
、

　
　
松
本
　
　
進
、
稲
川
　
和
成

【
戸
田
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団
議
会
議
員
】

　
　
舩
津
　
由
徳
、
青
山
　
聖
子
、

　
　
関
　
　
裕
通
、
芝
﨑
　
正
太
、

　
　
幡
野
　
　
茂
、
稲
川
　
和
成
、

　
　
松
本
　
幸
恵
、
木
岡
た
か
し

埼
玉
県
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

県
議
会
広
報
番
組

「
こ
ん
に
ち
は
県
議
会
で
す
」

テ
レ
ビ
埼
玉(

地
デ
ジ
３
ch)

に
て
放
送
中

※

詳
細
は
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

所信と報告を述べる奥ノ木市長

予
算
・
一
般
議
案
32
件
を
議
決

議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例

｢
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例｣

が

全
会
一
致
で
可
決

予
算
・
一
般
議
案
32
件
を
議
決

議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例

｢
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例｣

が

全
会
一
致
で
可
決

６月市議会定例会
　
令
和
６
年
第
２
回（
６
月
）市
議
会
定
例
会
は
、
６
月
４
日
か
ら
27
日
ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
り
開
か
れ
ま
し
た
。
今
回
、
市
長
か

ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
追
加
議
案
を
含
め
、
予
算
議
案
１
件
、
条
例
議
案
な
ど
の
一
般
議
案
31
件
の
合
計
32
件
で
、
審
議
の
結

果
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

本
会
議
の
様
子
が

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ア
ク
セ
ス
を
。

市議会から、より豊かな川口市へ

議員提案による新たな政策条例を制定

●川口市中小企業振興条例
●川口市歯科口腔保健の推進に関する条例
●川口市文化芸術振興条例
●川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例
●川口市手話言語条例

●川口市動物の愛護及び管理に関する条例
●川口市町会・自治会への加入及び参加の促進に関する条例
●川口市犯罪被害者等支援条例
●川口市マンション管理適正化推進条例
●川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例
●大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか川口プライド条例
●川口市拉致被害者等の早期帰郷を望む条例

問い合わせ…議会事務局　i048-257-1405　k048-257-5500
詳細は市議会ホームページをご確認ください。

　条例制定の背景
遊びの機会の減少や遊びの必要性
および重要性の希薄化は、子ども
の体力の向上や運動能力の育成の
阻害にとどまらず、意欲や気力の
減弱、コミュニケーション能力の
不足により対人関係をうまく構築
できないなど、心身の健やかな成
長に重大な影響を及ぼしかねない
ことから、これら課題の解決に向
けた取り組みが必要です。

　条例のポイント
●子どもが安全に安心して自由に遊ぶことができる環境を整備するとともに、遊びの必
要性および重要性の理解促進に、市、保護者および市民が一体となって取り組むこと
により、未来を担う子どもの健やかな成長を図ることを目的としています。
●市は、子どもの遊びの推進に関して重要な役割を担うことを自覚し、市、保護者およ
び市民の協力・連携関係を構築する“まとめ役”として施策を実施し、また、子ども
の遊びの推進につながる活動に取り組む市民に協力するよう努めるものとします。
●保護者は、子どもが遊びを通じた多様な体験ができる機会の確保について配慮するよ
う努めるものとします。
●市民は、子どもが遊ぶことの必要性および重要性に関する理解を深めるとともに、市
が実施する施策に協力するよう努めるものとします。

これまでに制定した政策条例

議員が提案する条例であって、市民の暮らしに直結する市の施策に関
するものです。担当部局単位にとどまらない市全体を見渡した立場か

ら、市民の要望を反映した条例を提案することができます。なお、川口市議会では、今回の条例を含め、これまでに
13条例を制定しており、その内容や件数の多さから、全国有数の先進市議会の一つとしての地位を確立しています。

議員提案による政策条例とは

「川口市子どもの遊び推進条例」「川口市子どもの遊び推進条例」６月市議会定例会で、議員提案により「川口市子どもの遊び推進条例」が制定されました。
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補
正
予
算
議
案

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

一
般
会
計
は
、
70
億
９
千
542
万
８
千
円
の

追
加
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

・
現
行
の
健
康
保
険
証
の
発
行
が
、
令
和
６

年
12
月
２
日
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
健
康
保
険

証
利
用
登
録
な
ど
の
支
援
を
拡
充
す
る
た

め
の
経
費
。

・
定
額
減
税
調
整
給
付
金
お
よ
び
令
和
６
年

度
に
新
た
に
住
民
税
非
課
税
ま
た
は
均
等

割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
へ
の
支
援
給
付

金
の
給
付
に
要
す
る
経
費
。

・
保
育
所
な
ど
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
性
被

害
防
止
を
目
的
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

に
必
要
な
設
備
の
設
置
を
行
う
事
業
者
に

対
し
て
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
た
め
の

経
費
。

一
般
議
案

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

条
例
議
案

◆
川
口
市
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例

　
市
民
の
美
術
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
教
養

の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
豊
か
な
文
化
生
活

の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

美
術
館
を
新
た
に
設
置
す
る
に
あ
た
り
、
名

称
、
観
覧
料
な
ど
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
。

◆
川
口
市
障
害
者
短
期
入
所
施
設
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
旧
し
ら
ゆ
り
の
家
跡
地
に
新
た
な
障
害
者

短
期
入
所
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、

新
規
施
設
の
名
称
お
よ
び
位
置
を
定
め
る
と

と
も
に
、既
存
施
設
の
名
称
を
改
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
７
件

財
産
の
取
得
議
案

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

・
塵
芥
車
（
３
ｔ
）

・
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ｃ
Ｄ

－

Ⅰ
型
）

・
高
規
格
救
急
自
動
車

・
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材

・
消
防
団
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ｃ
Ｄ

－

Ⅰ
型
）

訴
え
の
提
起
議
案

◆
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

・
支
払
督
促
の
申
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
７
件

専
決
処
分
の
承
認
議
案

◆
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

・
令
和
５
年
度
川
口
市
一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
ほ
か
４
件

市
道
路
線
の
認
定
議
案

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

・
幹
線
第
118
号
線

人
事
議
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

◆
川
口
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
選
任
同
意
に
つ
い
て

　
小
林
　
政
仁
（
再
任
）

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　
海
老
原
重
子
（
新
任
）

◆
川
口
市
監
査
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て

　
古
川
　
九
一

議
員
提
案

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　
今
定
例
会
に
議
員
提
案
と
し
て
、
条
例
１

件
の
提
出
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

◆
川
口
市
子
ど
も
の
遊
び
推
進
条
例
　

　
　
　
　
　
（
令
和
６
年
６
月
27
日
施
行
）

　
子
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
自
由
に
遊
ぶ

こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
遊
び
の
必
要
性
お
よ
び
重
要
性
の
理
解

促
進
に
、
市
、
保
護
者
お
よ
び
市
民
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
未
来
を

担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
図
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

永
年
勤
続
議
員
表
彰

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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●川口市中小企業振興条例
●川口市歯科口腔保健の推進に関する条例
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●大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか川口プライド条例
●川口市拉致被害者等の早期帰郷を望む条例
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●保護者は、子どもが遊びを通じた多様な体験ができる機会の確保について配慮するよ
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が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
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議員が提案する条例であって、市民の暮らしに直結する市の施策に関
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